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第４章 景観形成の方針・基準等

（10）国分寺崖線地区 

【対象範囲】 

低地側においては＊34 国分寺崖線と低地との境界部か

らおおむね 360ｍの範囲 

台地においては＊34 国分寺崖線と台地との境界部から

おおむね 80ｍの範囲 

【目標】 
＊34国分寺崖線の豊かな緑が 

市街地と調和する景観づくり

【地域の構成】 

 

【景観形成・誘導の方針】 

連続した緑の景観の保全 
＊34 国分寺崖線には、斜面地に豊かな緑が多く残っており、崖線全体として、連続する厚い緑の帯

をみせています。現存する崖線の地形や緑の保全を図りながら、建築物の建築や道路事業など、部分

的に緑が分断される場所では、屋上緑化や周辺緑化を推進し、崖線の連続する地形や緑がある景観の

保全・回復をすすめます。 

景観誘導 

の方針 

・連続した緑が望める景観づくりのため、規模や高さ、形態、＊４意匠な

どを誘導します。 

・豊かな緑ある＊34国分寺崖線の保全・回復を図るため、緑化・植栽や配

置、＊10外構の誘導を進めます。 

崖線の存在を生かした魅力ある地域の景観の形成 

市街地の背景となる＊34 国分寺崖線の緑と調和した、良好な景観を形成するため、崖線周辺の建築

物等の色彩を緑と調和したものに誘導するなどの景観づくりをすすめます。 

景観誘導 

の方針 

・＊34国分寺崖線の緑と周辺の建築物等が調和するよう、色彩や＊４意

匠、形態、＊10外構などを誘導します。 

第４章 景観形成の方針・基準等

（８）五日市街道地区 

【対象範囲】 

五日市街道の道路側線から

50ｍの指定範囲

【目標】 

ケヤキ並木とともに屋敷や蔵、農地などによる 

五日市街道の＊42風致を継承する景観づくり 

【地域の構成】 

【景観形成・誘導の方針】 

五日市街道の＊８趣を育む沿道景観の形成 

五日市街道沿いに残る屋敷や蔵、短冊状の敷地割、寺社、＊50 用水など、＊30 新田開発から受け継が

れる＊８趣を地域の特徴として生かしながら、愛着を感じる沿道の街並みづくりをすすめます。 

また、土地利用を優先した平準的な沿道の街並みの形成とならないよう、＊８趣の感じられる街道

沿道にふさわしい景観づくりをすすめます。 

景観誘導 

の方針 

・五日市街道の＊８趣を形づくる屋敷や蔵、寺社、＊50用水などを地域の歴

史性を示す資産として生かした景観づくりのため、配置や形態、＊４意

匠、色彩、＊10外構、植栽などを誘導します。 

・五日市街道沿道に残る特徴的な敷地割を街並みに生かせるよう、配置

や＊10外構、植栽などを誘導します。 

・沿道の＊８趣を受け継ぎながら良好な街並みの保全や良好な景観の創出

のため、配置や形態、＊４意匠、色彩、＊10外構、植栽などを誘導しま

す。 

・五日市街道の＊８趣を感じる沿道景観となり、土地利用の中で風景を受

け継ぎながら沿道市街地が形成されるよう、配置や規模、形態、＊４意

匠、色彩、＊10外構、緑化などを誘導します。 

街道沿道の緑がつながる景観の形成 

五日市街道沿いの農家や屋敷、寺社などとともに、＊30 新田開発の頃から育まれてきたケヤキ並木

や寺社の緑などの＊８趣ある緑を大切にした沿道景観の形成をすすめます。 

街道沿道の緑が、地域を縦貫する玉川上水の緑と連携し、地域に広がる農地と調和した日常の中の

奥行きある緑豊かな景観づくりをすすめます。 

・立川市都市計画マスタープランにおいて、本計画地の外灯地区のまちづくり目標は「武蔵野の面影を残す豊かな緑を保全しながら、うるおいのある
住宅地の形成を図る」となっている。

立川市景観計画
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